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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

冷凍空調工業会（JRAIA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。 

これによって，JIS B 8621:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 B 8621：2019 
 

遠心冷凍機 

Centrifugal water chillers 

 

1 適用範囲 

この規格は，遠心圧縮機，圧縮機駆動用電動機，蒸発器，水冷凝縮器，附属冷媒配管，制御装置などに

よって冷凍サイクルを構成し，水の冷却又は加熱を行う遠心冷凍機（以下，冷凍機という。）で，この規格

の標準定格に従った冷凍能力又はヒートポンプ加熱能力が，150 kW 以上の冷凍機について規定する。 

なお，この規格は，温度 35 ℃において飽和蒸気圧力が 3 MPa 以下の実用的な冷媒を使用する冷凍機に

適用し，水以外のブラインを用いて冷却及び加熱するもの，並びに飲用に供するものには適用しない。 

注記 この規格で用いる圧力はゲージ圧力である。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 8240 冷凍用圧力容器の構造 

JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

定格 

あらかじめ定めた冷凍機の製作基準で作動させたときの特性。標準定格と応用定格とがある。 

3.2 

標準定格 

この規格で定めた標準定格条件を冷凍機の製作基準としたときの定格。 

3.3 

応用定格 

標準定格条件以外の条件を冷凍機の製作基準としたときの定格。 

3.4 

定格冷凍能力 

冷凍機を標準定格条件又は応用定格条件で運転したとき，蒸発器を通過する冷水から除去する熱量。 

ヒートポンプ加熱専用形の場合は熱源冷凍能力，熱回収形の場合は熱回収冷凍能力という。単位：kW。 

 


